
 

令和 5 年 5 月 10 日 

日本原子力発電（株） 

 

敦賀発電所 2 号炉 原子炉設置変更許可申請書の一部補正について 

 

令和５年４月１８日受領 指導文書（抜粋） 

原子力規制委員会は、平成２７年１１月５日付け総室発第７８号（令和４年１月１

２日付け総室発第７８号をもって一部補正）をもって申請のあった件（以下「本件申

請」という。）について、これまでの審査資料の誤りを巡る経緯を踏まえ、今後の審

査を進めるため、貴社に対し、下記の対応を求めます。 

 

記 

 

１．本件申請のうち、敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるＫ断層の活動性及

び原子炉建屋直下を通過する破砕帯との連続性に関係する部分について、

補正を行うこと。 

２．上記１．の申請書を令和５年８月３１日までに提出すること。 

 

 

 上記指導文書を受け，また，令和５年４月５日の第１回原子力規制委員会「議題３ 

日本原子力発電株式会社敦賀発電所２号炉の審査資料の誤り等を踏まえた今後の

審査の進め方」における委員間討議等を踏まえ，当社として，以下の考え方で補正に

向けた作業を進めていくことを考えている。 

 

１．共通事項 

 これまでの審査資料に係る不適合是正処置を確実に反映し，適切な調査データ

等を申請書の一部補正に反映する。 

 K 断層の活動性及び連続性の評価に係る論理構成，論理構成のどこに調査デ

ータ等を用いているのかを明示するなど，丁寧に作成する。 

 

２．補正の範囲 

本件申請における補正対象の検討範囲を別紙１に示す。 

（１）敷地内のＤ－１トレンチ内に認められる K 断層の活動性 

本件申請書と審査会合資料「敦賀発電所２号炉 敷地の地形，地質・地質構造

について」（平成 29 年 12 月 22 日第 536 回審査会合資料）に基づき，申請書の一

部補正を実施する。 

調査データ：D-1 トレンチ内の露頭スケッチ，地層分布，テフラ等の地層の年代分

析データ等 
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（２）敷地内のＤ－１トレンチ内に認められるK断層の原子炉建屋直下を通過する破砕

帯との連続性（K断層の連続性） 

本件申請書と令和４年９月の原子力規制検査までに準備してきた審査会合資料

案に基づき，申請書の一部補正を実施する。 

 調査データ：D-1 トレンチ内の露頭スケッチ，K 断層と原子炉建屋の間で実施した

ボーリング 10 孔の柱状図，コア等の詳細観察結果，薄片観察結果，

断層岩区分の総合評価，関連する性状一覧表等 

 

なお，申請書の一部補正に際しては，これまでに取り組んでいる鉱物脈法等によ

るデータ拡充についても取り組んでいく。 

 

 

別紙１：補正対象の検討範囲（敦賀発電所2号炉 原子炉設置変更許可申請書 添

付書類六（抜粋）） 

 

参考１：敦賀発電所2号炉 令和5年2月10日第1113回審査会合におけるコメント 

参考２：敦賀発電所2号炉 令和5年3月17日第1126回審査会合におけるコメント 

 

以上 
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敦賀発電所２号炉　原子炉設置変更許可申請書　添付書類六（抜粋）
　　　　：補正対象の検討範囲

※：赤枠中に記載はないが関連図表についても検討する。

※

別紙１
7.4　地盤
7.4.4　敷地の地質・地質構造
7.4.4.2　調査結果
7.4.4.2.3　敷地の地質構造
　(2)　破砕帯等　
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参考１ 

 

改 2023.3.22 

2023.2.20 

日本原子力発電（株） 

 

敦賀発電所 2 号炉 令和 5 年 2 月 10 日第 1113 回審査会合におけるコメント 

 

（不適合管理等） 

1. 審査資料に係る不適合管理，設計変更等の業務プロセスについて，対策完了の記載に関し

て事実関係が分かりにくいことから，適正化をすること。また，是正処置についても追記する

こと。 

 

（調査データの変更等） 

2. 変更・修正後の審査資料（性状一覧表等）を追加すること。 

3. 副次的変更に関して，起点の変更・修正を一つの項目としているものは区別すること。 

4. 審査資料において，複雑なケースや例外的なケースについて，直接関係する変更項目との

み紐づけするなど，統一的で正確な記載にするとともに，丁寧な記載にすること。 

5. 以下の例示的なコメントを踏まえ，観察手順，試料観察箇所の適切性，必要な計測結果，写

真，補足の説明等を追記するなどして，分かりやすい資料として見直しを行うこと。 

・BHTV で走向・傾斜を取得できなかった箇所に関して，見掛けの走向角の差について，計測

結果，写真等の確認した内容を記載すること。 

・条線観察の前提条件である，コアの上盤，下盤がどちらかや，ボーリングコアの定方位化

等について，必要な観察手順等を記載すること。 

6. 破砕帯名や破砕帯分布図のような評価が変更となるものについては，他の観察結果等の変

更とは識別した記載・整理とすること。 

7. スケッチの作成日について，いつの露頭の状態を観察した結果なのかが重要な情報なので，

それを明確にしたうえで，再度確認した日を記載するなど適正化すること。また，スケッチを

修正している内容が分かるように記載すること。さらに，今後の審査において，旧版のスケッ

チも含めて，スケッチの変遷が分かるように整理して示すこと。 

 

※下線部は，令和 5 年 2 月 20 日の面談を踏まえて修正した箇所 

  

以 上 
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参考２ 

 

改 令和 5年 4月 27 日 

令和 5年 3月 22 日 

日本原子力発電（株） 

 

敦賀発電所 2 号炉 令和 5 年 3月 17 日第 1126 回審査会合におけるコメント 

 

 

1. 薄片試料の作製は，複数の人が関与する複雑な作業工程なので，薄片試料の作製位置や

作製方向が正しいことを残試料で確認することが重要であることから，薄片作製位置

周辺の残試料を検証可能な形で残しておくこと。 

 

2. 原因分析の結果を踏まえて，薄片試料の作製位置及び条線確認位置以外にも，類似箇所

の点検範囲の拡大について検討すること。 

 

3. 今回の薄片試料の作製位置の誤り及び類似箇所の点検で見つかった誤りに対する原因

分析，是正処置を説明すること。 

 

4. 第 1113 回審査会合コメントを反映したうえで，追加の変更箇所の確認，それを踏まえ

た K 断層の連続性評価に関する調査データのトレーサビリティの確認結果の審査資料

の変更・修正を行い，次回審査会合ではその変更・修正を反映させた資料一式を作り込

んで提出すること。 

 

 

※下線部は，令和 5 年 3 月 23 日の面談を踏まえて修正した箇所 

 

以 上 

22


